
 

2026 年 2 月 12 日公開  

パーソルキャリア株式会社  

【doda X 利用規約：変更対応表】  

2026 年 2 月 26 日に「doda X 利用規約」を改定します。  

以下、現在の規約内容から変更する箇所を一覧にまとめています（現在の規約内容から変更

がない部分については記載を省略しています。）。  

改定前（2026 年 1 月 5 日版） 改定後（2026 年 2 月 26 日版） 改定概要 

前文（記載省略） 

 

第 1 条（記載省略） 

 

第 2 条（doda X ヘッドハンティン

グサービス） 

1. doda X ヘッドハンティングサー

ビスでは、利用者がヘッドハンター

への登録を希望する場合、利用者は

当該ヘッドハンターとの間で、別途

利用契約（利用者とヘッドハンター

との間の職業紹介に関する契約であ

り、名称を問いません。）を締結す

るものとします。当社は、利用者が

ヘッドハンターとの面談を希望する

場合、利用者に代わってキャリア情

報を当該ヘッドハンターに提供する

ものとします。 

 

2. （記載省略） 

 

第 3 条～第 7 条（記載省略） 

 

第 8 条（新設） 

 

 

 

前文（現行から変更なし）  

 

第 1 条（現行から変更なし） 

 

第 2 条（doda X ヘッドハンティン

グサービス） 

1. doda X ヘッドハンティングサー

ビスでは、利用者がヘッドハンター

への登録を希望する場合、利用者は

当該ヘッドハンターとの間で、別途

利用契約（利用者とヘッドハンター

との間の職業紹介に関する契約であ

り、名称を問いません。）を締結す

るものとします。 

 

 

 

 

 

2. （現行から変更なし） 

 

第 3 条～第 7 条（現行から変更なし） 

 

第 8 条（企業ブロック） 

1. 利用者は、本サービスのうち一部

のサービスにおいて、自らのキャリ

ア情報を公開しない求人者等、また

 

 

記載が第 13 条（改定後は第

14 条）の一部と重複していた

ため削除しました。（なお、

取り消し線は改定箇所が分

かるよう便宜上記載するも

のであり、実際の本文には反

映されません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業ブロックの設定が反映

されるまでに一定の時間を

要すること、また、企業名を

誤って登録した場合には企

業ブロックが機能しないこ

と等を規定しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は求人情報の案内を受け取らない求

人者等を登録することができます

（当該登録機能を、以下、「企業ブ

ロック」といいます。）。なお、キャ

リア情報として会員登録時に登録し

た直近の勤務先会社については、自

動的に企業ブロックに設定されます

（企業ブロック登録をした求人者等

と、会員登録時に登録した直近の勤

務先会社をあわせて、以下、「登録

求人者等」といいます。）。 

2. 企業ブロックの設定は、反映完了

までに一定の時間を要することがあ

ります。 

3. 以下に該当する場合、企業ブロッ

クの設定が機能せず、登録求人者等

にキャリア情報が公開され、また、

登録求人者等の求人情報の案内が届

くことがあります。 

（1）組織再編や統廃合等により、登

録求人者等の企業名や企業情報等が

変更になった場合 

（2）登録求人者等が法人番号を有し

ていない個人事業主等である場合 

（3）求人者等の企業名を誤って登録

した場合 

（4）当社が定めた方法以外の方法で

求人者等を登録した場合 

4. 利用者は、企業ブロックの設定が

反映されるまでの間、および前項各

号に該当する場合その他当社の責に

帰さない事由等が生じた場合には、

登録求人者等に対してキャリア情報

が公開される場合があること、およ

び登録求人者等の求人情報の案内が

届く場合があること等についてあら

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第 8 条（記載省略） 

 

第 9 条（禁止事項） 

（1）～（7） （記載省略） 

 

（8） 同一の求人者へ頻繁に応募を

繰り返す等、当社、求人者またはヘ

ッドハンターの業務を妨害する行

為、またはそのおそれのある行為 

 

 

 

（9）～（12） （記載省略） 

 

第 10 条～第 20 条（記載省略） 

かじめ承諾します。 

 

第 9 条（現行から変更なし） 

 

第 10 条（禁止事項） 

（1）～（7） （現行から変更なし） 

 

（8） 同一の求人者へ頻繁に応募を

繰り返す、または同一のヘッドハン

ターへ面談希望を繰り返し送信する

等、当社、求人者またはヘッドハン

ターの業務を妨害する行為、または

そのおそれのある行為 

 

（9）～（12） （現行から変更なし） 

 

第 11 条～第 21 条（現行から変更な

し） 

 

 

 

 

 

実際のサービス提供の内容

に、より即した表現になるよ

う変更いたしました。 

 


